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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月25日(2019.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビロキサジン又はその薬学的に許容される塩のみを有効成分とし、ビロキサジン又はそ
の薬学的に許容される塩から本質的になり、予測されるヒトの１日投与量当たり１．５μ
ｇ未満の任意の遺伝毒性不純物を含む、組成物。
【請求項２】
　約２．５ｐｐｍ未満のエピクロロヒドリンを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　約２．５ｐｐｍ未満の１－（２－エトキシフェノキシ）－２，３－エポキシプロパンを
含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　約５ｐｐｍ未満の硫酸水素２－アミノエチルを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　硫酸水素２－アミノエチルのエステルを含まない、請求項４に記載の組成物。
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【請求項６】
　ビロキサジン又はその薬学的に許容される塩のみを有効成分とし、ビロキサジン又はそ
の薬学的に許容される塩から本質的になり、エピクロロヒドリン、１－（２－エトキシフ
ェノキシ）－２，３－エポキシプロパン、及び硫酸水素２－アミノエチルを含む、組成物
。
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